
当院ではコンタクトレンズ検査料　１　について、関東信越厚生局に届け出ており

ます。

①　初診料は２９１点、再診料は７５点です。当院又は当院と特別の関係にある医療

機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を

算定いたします。

②　コンタクトレンズ検査料　１　は　  200  　  点です。

③　上記の項目について、患者様の求めがあった場合には、丁寧に説明いたします。

④　コンタクトレンズ診療を行っている医師及び眼科経験年数を以下の通りです。

医師氏名 経験年数

栁川　明彦 42 年

藤野　聡 37 年

河合　祐子 27 年

田部　早織 10 年
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